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 【パートタイム労働者の待遇改善をより一層進めるために考えられる選択肢を幅広く整理】 

 第１ 総論                           第２ 今後のパートタイム労働対策 
       １ パートタイム労働をめぐる現状         １ 通常の労働者との間の待遇の異同  
       ２ 検討に当たっての基本的考え方             ２ 待遇に関する納得性の向上 
      ３ パートタイム労働の課題                       ３ 教育訓練 
      ４ 留意事項                                           ４ 通常の労働者への転換の推進 
                                                                                                  ５ パートタイム労働法の実効性の確保 
                                                                   ６ その他 

 

Ⅲ ． 研 究 会 報 告 書 概 要 

（平成２３年９月１５日公表） Ⅰ ． 研 究 会 

○ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働   
 法」という。）の一部を改正する法律（平成19年法律第72号）附則第7条において、「政府は、この法律  
 の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等 
 に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を  
 加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされている。 
○ この規定を踏まえ、本年2月より、学識経験者からなる「今後のパートタイム労働対策に関する研究 
 会」(座長・今野浩一郎学習院大学教授)を開催して10回にわたり検討を行い、9月15日に報告書が取 
 りまとめられた。 
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